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(57)【要約】
【課題】折目をしっかりとつけて外装板の周縁部を90度
より大きく折り曲げるようにする周縁部加工方法を提供
する。
【解決手段】熱可塑性樹脂製の本体板11を金属製の外装
板12で挟んだ積層板１について、外装板12の周縁部121
を折り曲げて前記外装板12の周縁端縁を対向させた積層
板１の周端面13を形成する積層板１の周縁部加工方法で
あって、折り曲げ工程と仕上げ工程とからなり、折り曲
げ工程により、外装板12の周縁部121に折り曲げローラ
ー21を押し付けて、前記外装板12の周縁部121を折り曲
げて本体板11の周縁部111を断面山形状に押し込み、仕
上げ工程により、外装板12の周縁部121に仕上げローラ
ー23を押し付けて、前記外装板12の周縁部121を折り曲
げて本体板11の周縁部111を断面谷形状に押し込み、か
つ外装板12の周縁端縁を対向させて本体板11を隠す積層
板１の周端面13を形成する。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板について、外装板の周縁部を折
り曲げて前記外装板の周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成する積層板の周縁部加
工方法であって、折り曲げ工程と仕上げ工程とからなり、折り曲げ工程により、外装板の
周縁部に折り曲げローラーを押し付けて、前記外装板の周縁部を折り曲げて本体板の周縁
部を断面山形状に押し込み、仕上げ工程により、外装板の周縁部に仕上げローラーを押し
付けて、前記外装板の周縁部を折り曲げて本体板の周縁部を断面谷形状に押し込み、かつ
外装板の周縁端縁を対向させて本体板を隠す積層板の周端面を形成することを特徴とする
積層板の周縁部加工方法。
【請求項２】
折り曲げ工程は、折り曲げローラーに設けたＶ断面周面を外装板の周縁部に押し当て、積
層板の厚みの半分に相当する幅で外装板の周縁部を前記周面に従って折り曲げる請求項１
記載の積層板の周縁部加工方法。
【請求項３】
仕上げ工程は、仕上げローラーに設けたＡ断面周面を外装板の周縁部に押し当て、積層板
の厚みの半分に相当する幅で外装板の周縁部を前記周面に従って折り曲げて本体板の周縁
部を断面谷形状に押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させる請求項１又は２いずれか
記載の積層板の周縁部加工方法。
【請求項４】
仕上げ工程は、仕上げローラーの周面中央に設けた押込凸条を付き合わさる外装板の端縁
部に押し当て、前記外装板の端縁部を本体板に向けて押し込む請求項３記載の積層板の周
縁部加工方法。
【請求項５】
熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板について、外装板の周縁部を折
り曲げて周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成する周縁部加工に用いる周縁部加工
装置であって、積層板を着脱自在に保持するベースと、前記積層板の周縁部に沿って移動
させるエンドエフェクターを装着したロボットとから構成され、エンドエフェクターは、
Ｖ断面周面を設けた折り曲げローラーと、Ａ断面周面を設けた仕上げローラーとを軸着し
てなり、ロボットは、ベースに保持した積層板の周縁部に対し、まずエンドエフェクター
の折り曲げローラーを押し当てながら前記周縁部に沿って移動させ、次いでエンドエフェ
クターの仕上げローラーを押し当てながら前記周縁部に沿って移動させることにより、外
装板の周縁部を折り曲げて周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成することを特徴と
する積層板の周縁部加工装置。
【請求項６】
ベースは、保持した積層板を水平旋回させる旋回軸を有し、ロボットはエンドエフェクタ
ーの姿勢を調整しながら上下及び前後に移動させ、エンドエフェクターの折り曲げローラ
ー又は仕上げローラーを一方向から積層板の周縁部に押し当て、前記周縁部をベースによ
る積層板の水平旋回によって移動させる請求項５記載の積層板の周縁部加工装置。
【請求項７】
エンドエフェクターは、折り曲げローラーと仕上げローラーとを同軸に軸着した請求項５
又は６いずれか記載の積層板の周縁部加工装置。
【請求項８】
エンドエフェクターは、Ｖ断面周面を設けた折り曲げローラーを軸着した請求項５～７い
ずれか記載の積層板の周縁部加工装置。
【請求項９】
エンドエフェクターは、Ａ断面周面を設けた仕上げローラーを軸着した請求項５～８いず
れか記載の積層板の周縁部加工装置。
【請求項１０】
エンドエフェクターは、周面中央に押込凸条を設けた仕上げローラーを軸着した請求項９



(3) JP 2010-64400 A 2010.3.25

10

20

30

40

50

記載の積層板の周縁部加工装置。
【請求項１１】
熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んで構成され、外装板の周縁部を折り曲げ
て周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成した積層板であって、外装板を折り曲げて
本体板の周縁部が断面谷形状になるまで押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させて本
体板を隠す積層板の周端面を形成したことを特徴とする積層板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板の周縁部加工方法
及び周縁部加工装置、そしてこれらにより周縁部を加工された積層板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板は、軽量でありながら、用途
に応じた必要な剛性や構造強度を備え、また耐熱性や耐候性を備えること等から、幅広く
利用されている。積層板は、利用される対象に応じて、適宜周縁部が適当形状に切除され
ることから、積層構造の切断端面が周縁部に表れることになる。この周縁部は、周端面の
上縁及び下縁に外装板の鋭利な周縁端縁が露出することから、前記上縁及び下縁に露出す
る外装板の鋭利な周縁端縁の安全対策が必要となる。そこで、例えば特許文献１は、周縁
部（端部）の本体板（内層）の一部を除去し、外装板（両外層の金属箔）の周縁部を共に
本体板側に折り曲げる周縁部加工方法を提案している。
【０００３】
　特許文献１は、本体板の周縁部を適当深さまで除去し、外装板の周縁部にへら等の加工
棒を押し付けて前記外装板を折り曲げて重ね合わせ、周縁端縁を対向させることで、積層
板の周縁部における周端面の上縁及び下縁に外装板の鋭利な周縁端縁が露出しないように
している。本体板の一部を除去する具体的方法は明らかにされておらず、またどの程度除
去するかについても明示されていないが、外装板を少しでも見栄えよく折り曲げるには、
外装板の折り曲げを妨げない程度に除去されていると見られる。また、外装板を折り曲げ
る加工棒は、滑らかな表面を外装板の周縁端縁に押し当てること以外に説明がないことか
ら、積層板を固定して押し付ける態様で利用されるものと推測される。
【０００４】
【特許文献１】特開昭55-065539号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１は、本体板を除去する具体的方法の記載が見られないが、外装板は前記除去
によって形成される本体板の周端面の上縁及び下縁に沿って折り曲げられていくことにな
るから、本体板の除去が不可欠との前提に立っていると考えられる。ところが、近年では
、積層板の軽量化を目的として本体板に発泡樹脂板が用いられることが多いことから、無
理に本体板を除去しなくても外装板を折り曲げることができ、特許文献１が前提とする本
体板の除去は不可欠でないと考えられる。しかし、この場合、圧縮されて反発力を生み出
す本体板の周縁部を、折り曲げた外装板の周縁部でどのように押え込むかが問題となる。
【０００６】
　加工棒の滑らかな表面を押し付けて外装板を折り曲げるだけでは、外装板を折り曲げて
、本体板の周縁部を押え込むことは難しい。それは、外装板の周縁部自体を正確に90度に
折り曲げることができず、どうしても折り曲げを終えた外装板の周縁部が僅かに浮き上が
ってしまうからである。また、外装板を一度に90度近くまで折り曲げていくと、外装板の
折目（折り曲げ縁）がぼけてしまい、綺麗に仕上げることができない。外装板が樹脂製で
ある場合、加温しながら外装板を折り曲げることで、比較的綺麗に折り曲げることができ
るが、やはり一度に90度近くまで折り曲げていくと、外装板の折目（折り曲げ縁）がぼけ
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てしまい、綺麗に仕上げることができないと考えられる。
【０００７】
　このように、特許文献１は、積層板の周縁部加工方法について、結果物である周縁部の
断面構造についてはいくつか例示しているものの、外観上見栄えよく、外装板の種類を問
わず、簡単に捲れ上がってしまわない積層板の周縁部を形成するための具体的な周縁部加
工方法は未だ提示されていないことが理解される。そこで、特許文献１が開示する積層板
の周縁部加工方法を基礎とし、外装板の折り曲げを見栄えよく仕上げることを目的として
、折目をしっかりとつけて外装板の周縁部を90度より大きく折り曲げるようにする周縁部
加工方法及び装置を開発し、前記方法及び装置により加工された積層板を提供するため、
検討した。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　検討の結果開発したものが、熱可塑性樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板
について、外装板の周縁部を折り曲げて前記外装板の周縁端縁を対向させた積層板の周端
面を形成する積層板の周縁部加工方法であって、折り曲げ工程と仕上げ工程とからなり、
折り曲げ工程により、外装板の周縁部に折り曲げローラーを押し付けて、前記外装板の周
縁部を折り曲げて本体板の周縁部を断面山形状に押し込み、仕上げ工程により、外装板の
周縁部に仕上げローラーを押し付けて、前記外装板の周縁部を折り曲げて本体板の周縁部
を断面谷形状に押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させて本体板を隠す積層板の周端
面を形成する積層板の周縁部加工方法である。この周縁部加工方法は、外装板の折り曲げ
により本体板の周縁部を弾性変形させて押し込むもので、本体板の発泡倍率が比較的高い
場合（7倍超が目安）に適している。ここで、外装板の「周縁部」は、周縁端縁から外装
板に形成される折目までの折り曲げられる部位を意味する。
【０００９】
　本発明の周縁部加工方法は、折り曲げ工程と仕上げ工程とを経て、外装板の周縁部を折
り曲げる。折り曲げ工程は、積層板の周端面に直交する外装板の周縁部に折目を付け、前
記外装板の周縁部を適当角度（後述する折り曲げローラーの斜面の勾配角度に等しい）ま
で外装板の周縁部を折り曲げていく。このとき、本体板が発泡樹脂でない又は発泡倍率が
7倍以下であれば本体板を予め除去しておき、本体板の発泡倍率が7倍超であれば本体板を
予め除去することなく、折り曲げられる外装板の周縁部によって押し込んでいく。このよ
うに、折り曲げ工程は、外装板の周縁部に折目を形成し、続く仕上げ工程で更に前記周縁
部を折り曲げた際の見栄えをよくする働きと、特に除去しない本体板を押し込むため、積
層板の周端面の直交方向から本体板を押し込めるまで外装板の周縁部を折り曲げる働きと
を有する。外装板の周縁部を無理なく折り曲げ、確実に折目を形成するには、外装板の周
縁部に少しずつ折り曲げていくようにするとよい。
【００１０】
　折り曲げ工程は、折り曲げローラーに設けたＶ断面周面を外装板の周縁部に押し当て、
積層板の厚みの半分に相当する幅で外装板の周縁部を前記周面に従って折り曲げるとよい
。「Ｖ断面周面」とは、中心に向かって下り勾配の斜面（周面）が線対称に向かい合った
凹断面（谷断面）を意味する。折り曲げローラーは、前記Ｖ断面周面があればよく、例え
ば線対称に向かい合う斜面が交差する中心に逃がし凹溝を設けたり、前記斜面それぞれに
積層板を挟むガイド板に当接するガイドリブを設けてもよい。逃がし凹溝は、折り曲げら
れた外装板の周縁部が積層板の厚みの半分より長いとき、外装板の周縁端縁同士が突き当
たらないように、前記周縁端縁を逃がす空間を形成する。折り曲げローラーの斜面の勾配
角度（水平面に対する角度）は、45度～10度（斜面間の開度θ１＝90度～160度）、好ま
しくは40度～10度（斜面間の開度θ１＝100度～160度）がよい。
【００１１】
　仕上げ工程は、折り曲げ工程により形成された折目を軸にして、外装板の周縁部を断面
谷形状である適当角度（90度超、後述する仕上げローラーの斜面の勾配角度に等しい）ま
で折り曲げていき、本体板の発泡倍率が7倍超であれば本体板を更に押し込んで、外装板
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の周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成する。ここで、「周縁端縁を対向させる」
とは、周縁端縁を突き合わせるほか、加工又は未加工である一対の周縁端縁を鏡面対称の
関係で向き合わせることを意味する。これにより、外装板の周縁部を断面谷状となる適当
角度まで折り曲げることにより、前記外装板の折目が明確となって見栄えがよくなるほか
、押し込まれた本体板の復元力や外装板の復元力に抗して、外装板の周縁端縁を対向させ
たほぼ平坦な積層板の周端面を形成できる。このように、仕上げ工程は、除去しない本体
板を押し込み、折り曲げた外装板の周縁部により前記本体板を隠す働きと、この断面谷状
になるまで外装板の周縁部を折り曲げることにより、見栄えがよく、本体板の復元力等を
押え込む積層板の周端面を形成する働きとを有する。
【００１２】
　仕上げ工程は、仕上げローラーに設けたＡ断面周面を外装板の周縁部に押し当て、積層
板の厚みの半分に相当する幅で外装板の周縁部を前記周面に従って折り曲げて本体板の周
縁部を断面谷形状に押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させるとよい。「Ａ断面周面
」とは、中心に向かって上り勾配の斜面（周面）が線対称に向かい合った凸断面（山断面
）を意味する。例えば線対称に向かい合う斜面が交差する中心に押込凸条を設けたり、前
記斜面それぞれに積層板を挟むガイド板に当接するガイドリブを設けてもよい。押込凸条
は、外装板の周縁部が90度を超えて折り曲げられる仕上げ工程に、仕上げローラーの周面
中央に設けた押込凸条を付き合わさる外装板の端縁部に押し当て、前記外装板の端縁部を
本体板に向けて押し込む手順を追加する。ここで、外装板の「端縁部」は、周縁部のうち
、特に周縁端縁から極狭い幅の部位を意味する。仕上げローラーの斜面の勾配角度（水平
面に対する角度）は、－15度～－５度（斜面間の開度θ３＝210度～190度）、好ましくは
－10度～－５度（斜面間の開度θ３＝200度～190度）がよい。
【００１３】
　本発明の周縁部加工方法は、次の周縁部加工装置により実施する。すなわち、熱可塑性
樹脂製の本体板を金属製の外装板で挟んだ積層板について、外装板の周縁部を折り曲げて
周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成する周縁部加工に用いる周縁部加工装置であ
って、積層板を着脱自在に保持するベースと、前記積層板の周縁部に沿って移動させるエ
ンドエフェクターを装着したロボットとから構成され、エンドエフェクターは、Ｖ断面周
面を設けた折り曲げローラーと、Ａ断面周面を設けた仕上げローラーとを軸着してなり、
ロボットは、ベースに保持した積層板の周縁部に対し、まずエンドエフェクターの折り曲
げローラーを押し当てながら前記周縁部に沿って移動させ、次いでエンドエフェクターの
仕上げローラーを押し当てながら前記周縁部に沿って移動させることにより、外装板の周
縁部を折り曲げて周縁端縁を対向させた積層板の周端面を形成する積層板の周縁部加工装
置である。
【００１４】
　本発明の加工対象である積層板は、周縁部の外形が複雑である場合が多い。本発明の周
縁部加工装置は、ロボットに支持されたエンドエフェクターを上下、左右及び前後に移動
させ、折り曲げローラー又は仕上げローラーを押し当てながら積層板の周縁部に沿って移
動させることができる。ロボットによる折り曲げローラー又は仕上げローラーの移動は、
一度ティーチングすれば特定でき、また複数の軌跡を記憶させておくことができるため、
加工対象である積層板の種類が変っても、柔軟に対応できる。ここで、ベースは、保持し
た積層板を水平旋回させる旋回軸を有し、ロボットはエンドエフェクターの姿勢を調整し
ながら上下及び前後に移動させ、エンドエフェクターの折り曲げローラー又は仕上げロー
ラーを一方向から積層板の周縁部に押し当て、前記周縁部をベースによる積層板の水平旋
回によって移動させる構成にすると、ロボットによる折り曲げローラー又は仕上げローラ
ーの移動が限定され、折り曲げローラー又は仕上げローラーを積層板の周縁部に押し当て
やすい姿勢を維持しながら、前記周縁部を全周にわたって加工できるようになる。
【００１５】
　エンドエフェクターは、折り曲げローラーを軸着した構成と、仕上げローラーを軸着し
た構成を別に用意してもよいが、折り曲げローラーと仕上げローラーとを同軸に軸着した
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構成にすると、交換の手間も必要なくなり、便利である。具体的なエンドエフェクターは
、Ｖ断面周面を設けた折り曲げローラーを軸着した構成、Ａ断面周面を設けた仕上げロー
ラーを軸着した構成や、周面中央に押込凸条を設けた仕上げローラーを軸着した構成とな
る。折り曲げローラーや仕上げローラーは、それぞれ斜面（周面）を線対称に向かい合わ
せた断面を有するため、中心で左右に半割してリング部材を構成し、前記リング部材間に
スペーサーを介在させて、厚みの異なる積層板に合わせて斜面の間隔を調整できるように
するとよい。同様に、折り曲げローラーや仕上げローラーは、例えば前記リング部材に積
層板を挟むガイド板に当接するガイドリブを設けた場合、リング部材とガイドリブとの間
にスペーサーを介在させて、ガイド板に合わせてガイドリブの位置関係を調整できるよう
にするとよい。
【００１６】
　本発明の周縁部加工方法により周縁部が加工された積層板は、熱可塑性樹脂製の本体板
を金属製の外装板で挟んで構成され、外装板の周縁部を折り曲げて周縁端縁を対向させた
積層板の周端面を形成した積層板であって、外装板を折り曲げて本体板の周縁部が断面谷
形状になるまで押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させて本体板を隠す積層板の周端
面を形成した積層板となる。加工を終えた積層板の周端面は、厳密には中央が少し凹んだ
断面になるが、外装板の折目が綺麗なことから見栄えがよく、また積層板の周縁部におけ
る剛性を高める働きを有する。これにより、本体板を軽量な発泡樹脂製にしても、積層板
全体として必要十分な剛性を確保できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明における積層板の周縁部加工方法は、外装板の周縁部加工を折り曲げ工程と仕上
げ工程とに分けることにより、積層板の周縁部において、綺麗な折目を有する見栄えのよ
い周端面を形成できるようにする。まず、少なくとも折り曲げ工程及び仕上げ工程の２回
、好ましくは複数回の折り曲げ工程を経ることにより、外装板の周縁部を折り曲げるため
の折目を綺麗に形成できる。そして、90度を超えて前記外装板の周縁部を折り曲げ、除去
しない発泡樹脂製の本体板を押し込むことで、外装板自体の浮き上がりを抑え、前記本体
板を押え込むことができる。こうして、本発明における積層板の周縁部加工方法は、綺麗
な折目と浮き上がりの抑制及び本体板の押え込みとにより、見栄えのよい積層板の周端面
を形成する。
【００１８】
　本発明における積層板の周縁部加工装置は、折り曲げローラーや仕上げローラーを軸着
したエンドエフェクターをロボットで自在に移動させることにより、積層板の複雑な周縁
部の外形に沿って前記折り曲げローラーや仕上げローラーを押し当てながら移動させ、全
周にわたる周縁部加工を実現する。また、ベースが積層板を水平旋回自在に保持すること
により、ロボットは一方向からエンドエフェクターの折り曲げローラーや仕上げローラー
を積層板の周縁部に押し当てることができる。ロボットアームは、屈曲させた姿勢から前
方に押し出す場合に安定かつ強くエンドエフェクターを押し出せる。積層板を水平旋回さ
せてエンドエフェクターを一方向から押し当てる構成は、折り曲げローラーや仕上げロー
ラーを積層板の周縁部に安定かつ強く押し当てられるようにし、折目をはっきりと形成し
て、見栄えのよい周縁部加工を実現する。
【００１９】
　こうして周縁部が加工された本発明の積層板は、明確な折目を付して外装板の周縁部を
折り曲げているため、積層板の周縁部の剛性を高めることができる。近年の積層板は、軽
量化を目的として本体板が発泡樹脂製になってきており、積層板全体の剛性が低下する傾
向にある。本発明の積層板は、周縁部における剛性を高めることにより、積層板全体の剛
性をも向上させる。また、周端面が外装板に覆われるため、積層板全体が外装板に覆われ
た外観を呈することになる。例えば外装板に布やフェルト等の表皮材が貼着されていると
、本発明の積層板は全体が表皮材に覆われた板材となる。これにより、本発明の積層板は
、剛性向上だけでなく、全体の質感を向上させる効果も得ることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明を実施するための最良の形態について図を参照しながら説明する。図１は
本発明に基づく周縁部加工装置３の一例を表す斜視図、図２は本発明に基づくエンドエフ
ェクター２の一例を表す側面図、図３は本例のエンドエフェクター２を表す平面図、図４
～図８は本例の周縁部加工装置３を用いた加工手順を表す部分側面図であり、図４は積層
板１にエンドエフェクター２を接近させる準備工程、図５は第１折り曲げローラー21を押
し付けて外装板12の周縁部121を折り曲げ、本体板11の周縁部111を断面山形状に押し込む
第１折り曲げ工程、図６は第２折り曲げローラー22を押し付けて外装板12の周縁部121を
更に折り曲げ、本体板11の周縁部111を断面山形状に押し込む第２折り曲げ工程、図７は
仕上げローラー23の押込凸条232を押し付けて外装板12の端縁部122を本体板11の周縁部11
1に向けて押し込む端縁部処理工程、図８は仕上げローラー23を押し付けて外装板12の周
縁部121を折り曲げ、本体板11の周縁部111を断面谷形状に押し込み、かつ外装板12の周縁
端縁を対向させて積層板１の周端面13を形成する仕上げ工程をそれぞれ表す。また、図９
は完成された積層板１の斜視図である。
【００２１】
　本例の周縁部加工装置３は、図１に見られるように、上下一対のガイド板312で挟持す
ることにより積層板１を着脱自在に保持するベース31と、前記積層板１の周縁部に沿って
移動させるエンドエフェクター２を装着したロボット32とから構成される。本例のベース
31は、旋回軸（図示略）を有する旋回部311に支持されており、保持した積層板１を水平
旋回自在にしている。これにより、ロボット32は、エンドエフェクター２の姿勢を調整し
ながら上下及び前後に移動させて、前記エンドエフェクター２に軸着された第１折り曲げ
ローラー21等を積層板１の手前から周縁部に押し当てることができ、積層板１の水平旋回
によって相対的に位置固定されたエンドエフェクター２に対して前記周縁部を移動させる
ことにより、積層板１の周縁部全周を加工できる。
【００２２】
　本例のエンドエフェクター２は、図２及び図３に見られるように、ロボット32に対する
接続部を構成する取付ブロック24と、前記取付ブロック24に対となる挟持ブロック25とに
より側面視Ｙ字状のフレームを構成し、前記側面視Ｙ字状に開いた取付ブロック24及び挟
持ブロック25の部位に支持軸26を架け渡し、前記支持軸26に図２中上から順に仕上げロー
ラー23、第１折り曲げローラー21及び第２折り曲げローラー22を軸着している。本例は、
外装板12の周縁部121を２段階の折り曲げ工程で順に折り曲げるため、第１折り曲げロー
ラー21及び第２折り曲げローラー22を用いている。こうしたエンドエフェクター２は、各
ローラー21,22,23を交換する必要がなく、各ローラー21,22,23の厚みの範囲で高さを調整
すれば、積層板１の周縁部に対して各ローラー21,22,23を順に押し当てることができる利
点がある。
【００２３】
　第１折り曲げローラー21は、第２折り曲げローラー22に対して相対的に狭い開度θ１（
本例は120度）のＶ断面周面211を設けている。Ｖ断面周面211は、平坦な溝底面212から上
下対称な斜面213,213を延ばした凹断面である。外装板12の周縁部121を折り曲げるだけな
らば溝底部212は必要ないが、斜面213だけのＶ断面周面211では外装板12の周縁端縁が互
いに突きあい、外装板12の周縁部121をうまく折り曲げることができなくなる。溝底部212
は、外装板12の端縁部122を周縁部121に対して内向きに（本体板11の周縁部111に向けて
）折り曲げ、周縁端縁が突き合わさる事態を回避し、周縁部121が円滑に折り曲げられる
ようにする働きがある（後掲図５参照）。このほか、第１折り曲げローラー21は、Ｖ断面
周面211を構成する各斜面213を挟むガイドリブ214,214との間にスペーサー215,215を介在
させ、前記ガイドリブ214,214により画されるＶ断面周面211の幅を調整自在にしている。
【００２４】
　第２折り曲げローラー22は、第１折り曲げローラー21に対して相対的に広い開度θ２（
本例は160度）のＶ断面周面221を設けている。Ｖ断面周面221は、上記同様、平坦な溝底
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面222から上下対称な斜面223,223を延ばした凹断面である。溝底面222は、上記Ｖ断面周
面211における溝底面212と同じ働きを目的として設けてあるが、既に第１折り曲げローラ
ー21により外装板12の端縁部122が周縁部121に対して内向きに折り曲げられているので、
更に本体板11の周縁部111に向けて前記端縁部122を押し込める程度の幅で構成されている
。このほか、第２折り曲げローラー22は、上記同様、前記各斜面223を挟むガイドリブ224
,224との間にスペーサー225,225を介在させ、前記ガイドリブ224,224により画されるＶ断
面周面221の幅を調整自在にしている。
【００２５】
　仕上げローラー23は、180度を超える開度θ３（本例は200度）のＡ断面周面231を設け
ている。Ａ断面周面231は、上記Ｖ断面周面211,221と異なり、上下対称な斜面233,233の
交点上に押込凸条232を周回させている凸断面である。押込凸条232は、折り曲げ工程で周
縁部121に対して内向きに（本体板11の周縁部111に向けて）曲げられた端縁部122を本体
板11の周縁部111に押し込む働きを有する。これにより、怪我の原因となる可能性のある
外装板12の周縁端縁を露出させないようにすることができ、しかも積層板１の周端面13を
綺麗にすることができる。このほか、仕上げローラー23は、上記同様、前記各斜面233を
挟むガイドリブ234,234との間にスペーサー235,235を介在させ、前記ガイドリブ234,234
により画されるＶ断面周面231の幅を調整自在にしている。
【００２６】
　本例のエンドエフェクター２における各ローラー21,22,23は、支持軸26に軸着されてい
るだけで、積層板１の周縁部との摩擦により自律的に回転する。これら各ローラー21,22,
23は、必ずしも密に積層する必要はないが、各行程に応じて使用するローラー21,22,23を
変更する際、ロボット32によるエンドエフェクター２の移動距離を最小限にして、生産性
を高める観点から、本例のようにローラー21,22,23を密に積層する構成が好ましい。また
、この場合でも、各ローラー21,22,23の並び順は自由であるが、外装板12の周縁部121を
折り曲げ始める第１折り曲げローラー21は、最初に最も高い押圧力が求められることから
、ロボット32に対する取付軸線に一致する中心に配置することが望ましい。
【００２７】
　本例の周縁部加工装置３による積層板１の周縁部加工を説明する。まず、準備工程は、
図４に見られるように、周縁部加工装置３のベース31に積層板１を水平に固定し、エンド
エフェクター２の第１折り曲げローラー21を積層板１の周端面13に直交方向、すなわち水
平方向から接近させる。加工対象となる積層板１は、オレフィン系発泡樹脂製の本体板11
（発泡倍率７倍超）を金属製の外装板12（鋼板、アルミ板又はステンレス鋼板）で挟んだ
構造である。積層板１の厚みＤや外装板の厚みｄは、製品仕様により様々であるが、発泡
樹脂製の本体板11を金属製の外装板12で挟んだ積層板１の場合、積層板１の厚みＤが５mm
～30mm、外装板12の厚みｄが0.1mm～0.3mmである構成が多い。本例の積層板１は、積層板
１の厚みＤが10mm、外装板12の厚みｄが0.27mmとする。ベース31に対する積層板１の固定
は、例えば積層板１自体に形成されたネジ孔や開口を利用して、ネジ止め又はチャック等
を利用する。
【００２８】
　次に第１折り曲げ工程として、図５に見られるように、ロボット32がエンドエフェクタ
ー２を積層板１の周縁部に接近させ、外装板12の端縁部122に第１折り曲げローラー21の
Ｖ断面周面211（正確には斜面213,213）を押し付けると共に、積層板１を保持するベース
31を水平旋回させて前記エンドエフェクター２を押し付ける積層板１の周端面13を周回さ
せることにより、積層板１の全周にわたって外装板12の周縁部121,121を折り曲げていく
。このとき、第１折り曲げローラー21は、回転しながら外装板12の端縁部122に押し当て
られ、更に周縁部121を徐変に折り曲げていくので、前記周縁部121を綺麗かつ円滑に折り
曲げることができる。
【００２９】
　積層板１を挟むガイド板312,312は、第１折り曲げローラー21のガイドリブ214,214に上
下均等に当接し、第１折り曲げローラー21と積層板１との位置関係を特定する。また、ガ
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イド板312,312は、ガイドリブ214,214が当接すると第１折り曲げローラー21を積層板１に
それ以上押し付けることができないようにする規制手段としての働きを有し、外装板12の
周縁部121が過剰に押し潰されないようにしている。また、本例のＶ断面周面211は、斜面
213,213に挟まれた溝底面212により、外装板12の端縁部122を周縁部121に対して内向きに
折り込ませる。これにより、外装板12の端縁部122は、周縁部121を更に折り曲げていき、
また仕上げローラー23の押込凸条232に押し込まれることにより、本体板11の周縁部111に
向けて噛み込み、外部に露出させないようにできる。
【００３０】
　第１折り曲げローラー21による外装板12の折り曲げは、外装板12に折目を付ける働きを
有する。これから、第１折り曲げローラー21のＶ断面周面211の開度θ1は90度～120度に
留め、外装板12の周縁部121が形成する断面形状が山形になれば、第１折り曲げローラー2
1による折り曲げとして十分である。本例の場合、折り曲げていく外装板12の周縁部121に
より本体板11の周縁部111を押し込んでいく必要があることから、前記Ｖ断面周面211の開
度θ１を120度とし、外装板12に綺麗な折目を形成する点に重点を置いている。こうして
、本例の積層板１における外装板12の周縁部121が形成する断面形状は、頂上角120度の山
形となる。
【００３１】
　第１折り曲げ工程後、一度エンドエフェクター２を積層板１から遠ざけ、積層板１の周
縁部に対して第２折り曲げローラー22の高さを合わせてから、第２折り曲げ工程として、
図６に見られるように、再びエンドエフェクター２を積層板１に接近させて、第２折り曲
げローラー22を積層板１の周端面13に押し付ける。第２折り曲げ工程は、第１折り曲げ工
程において曲げられた外装板12の周縁部121を、本体板11の周縁部111を押し込みながら更
に折り曲げ、ほぼ平坦な積層板１の周端面13を形成する。第１折り曲げ工程で折り込まれ
た外装板12の端縁部122は、Ｖ断面周面221の溝底面222に押されて、更に本体板11の周縁
部111に押し込まれる。ガイド板312とガイドリブ224との働きは、上述同様、積層板１に
対する第２折り曲げローラー22の位置特定及び過剰押込規制にある。
【００３２】
　本例は、外装板12の端縁部122を周縁部121に対して折り込み、本体板11の周縁部111に
押し込むようにしている。このため、第２折り曲げ工程と仕上げ工程との間に端縁部処理
工程を別途追加している。端縁部処理工程は、図７に見られるように、仕上げローラー23
の押込凸条232のみを前記端縁部122に押し当て、周縁部121に対して更に本体板11の周縁
部111に押し込んでいる。端縁部処理工程と仕上げ工程とは分けることなく連続的なエン
ドエフェクター２の押込により実施できそうに見えるが、仕上げローラー23を積層板１の
全周にわたって押し当てる必要から、Ａ断面周面231の押込凸条232を外装板12の端縁部12
2に押し当てる端縁部処理工程と、Ａ断面周面231の斜面233,233を外装板12の周縁部121に
押し当てる仕上げ工程とは、段階を追って実施されなければならない。
【００３３】
　こうして外装板12の端縁部122の押込を終えた積層板１は、図８に見られるように、今
度は仕上げ工程として、仕上げローラー23のＡ断面周面231全体を周端面13に押し付け、
外装板12の周縁部121をほぼ平坦な周端面13より更に押し込む。すなわち、折目が90度を
超えるまで外装板12の周縁部121を本体板11の周縁部111に対して押し込む。仕上げローラ
ー23は、Ａ断面周面231の中央に押込凸条232を設けてあり、前記押込凸条232が当たる外
装板12の端縁部122は、特に本体板11の周縁部111に押し込まれる。ガイド板312とガイド
リブ234との働きは、上述同様、積層板１に対する仕上げローラー22の位置特定及び過剰
押込規制にある。このため、外装板12の端縁部122は、Ａ断面周面231における押込凸条23
2の突出量だけ、本体板11の周縁部111に押し込まれる。
【００３４】
　図7及び図８を比較すれば分かるように、折目が90度を超えるまで折り曲げられる外装
板12の周縁部121は、一度周縁端縁が最接近する。このとき、本例のように端縁部122を周
縁部121に対して折り込んでおかないと、周縁端縁が相互に干渉し、周縁部121をうまく折
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り曲げることができなくなる。このように、外装板12の端縁部122を周縁部121に対して折
り込む加工は、単に周縁端縁が外部に露出させないようにするだけでなく、第１折り曲げ
工程から順に仕上げ工程に至るまで、対向する周縁端縁が互いに干渉して周縁部121の折
り曲げを妨げないようにする働きがある。
【００３５】
　本発明の周縁部加工方法では、本体板11を切除することなく、外装板12の周縁部121に
より圧縮し、押し込むようにしている。このため、外装板12は、仕上げローラー23の押圧
がなくなると、それまで圧縮されていた本体板11の周縁部111の反力に押し返される。仕
上げ工程は、こうした本体板11の周縁部111の反力を考慮して、外装板12の周縁部121を一
時的に90度超で折り曲げている。外装板12が押し返される程度は、圧縮される本体板11の
素材や発砲率、押し返される外装板12の素材、厚みｄや折り曲げる幅（積層板１の厚みＤ
の半分）によって異なるが、仕上げローラー23のＡ断面周面231の開度θ3は、200度～190
度が目安となる。
【００３６】
　こうして仕上げ工程を経た積層板１は、図９に見られるように、外装板12の周縁部121
を折り曲げる幅は周方向に一定であるから、加工前の積層板１より一回り小さくなるが、
相似形である。しかし、外装板12の周縁部121を折り曲げて本体板11が隠される周端面13
は、積層板１の外周にリブを形成した構造に等しく、積層板１全体の剛性が向上する。ま
た、端的に本体板11の周縁部111が隠され、積層板１全体が外装板12に覆われることにな
るので、審美性も向上する。更に、例えば外装板12に布やフェルト等の表皮材が貼着され
ていると、完全に突き合わさっていない外装板12の周縁端縁の隙間が気にならなくなり、
積層板１全体の統一感が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に基づく周縁部加工装置の一例を表す斜視図である。
【図２】本発明に基づくエンドエフェクターの一例を表す側面図である。
【図３】本例のエンドエフェクターを表す平面図である。
【図４】積層板１にエンドエフェクターを接近させる準備工程を表す部分側面図である。
【図５】第１折り曲げローラーを押し付けて外装板の周縁部を折り曲げ、本体板の周縁部
を断面山形状に押し込む第１折り曲げ工程を表す部分側面図である。
【図６】第２折り曲げローラーを押し付けて外装板の周縁部を更に折り曲げ、本体板の周
縁部を断面山形状に押し込む第２折り曲げ工程を表す部分側面図である。
【図７】仕上げローラーの押込凸条を押し付けて外装板の端縁部を本体板の周縁部に向け
て押し込む端縁部処理工程を表す部分側面図である。
【図８】仕上げローラーを押し付けて外装板の周縁部を折り曲げ、本体板の周縁部を断面
谷形状に押し込み、かつ外装板の周縁端縁を対向させて積層板の周端面を形成する仕上げ
工程を表す部分側面図である。
【図９】完成された積層板の斜視図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１　積層板
　11　本体板
　111　周縁部
　12　外装板
　121　周縁部
　122　端縁部
　13　積層板の周端面
　２　エンドエフェクター
　21　第１折り曲げローラー
　211　Ｖ断面周面
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　212　溝底面
　213　斜面
　214　ガイドリブ
　215　スペーサー
　22　第２折り曲げローラー
　221　Ｖ断面周面
　222　溝底面
　223　斜面
　224　ガイドリブ
　225　スペーサー
　23　仕上げローラー
　231　Ａ断面周面
　232　押込凸条
　233　斜面
　234　ガイドリブ
　235　スペーサー
　24　取付ブロック
　25　挟持ブロック
　26　支持軸
　３　周縁部加工装置
　31　ベース
　311　旋回部
　312　ガイド板
　32　ロボット
　Ｄ　積層板の厚み
　ｄ　外装板の厚み
　θ1　第１折り曲げローラーのＶ断面周面の開度
　θ2　第２折り曲げローラーのＶ断面周面の開度
　θ3　仕上げローラーのＡ断面周面の開度
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